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企業版道路サポーター制度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・北九州市に本社又は支店等を有し、市内で事業活動を行う企業（個人事業主を含む） 

・複数の企業で構成された団体（商店組合や企業体など） 

 

 
・北九州市が維持管理する道路において、次のいずれかの条件を満たすこと 

植 樹 帯 植 樹 桝 

または 

路 側 帯（安全に作業可能な箇所に限る） 

 
幅×延長 

 
桝面積×箇所数 

 
目地延長※ 

※舗装と側溝・境界ブロック等の 

境界部、ブロック系舗装の目地など 

合計２０㎡以上 １００ｍ以上  

 
・年３回以上活動できること 

・５年以上継続できること 

 

 

 
 サインボード設置 

(企業名,ロゴ,QR ｺｰﾄﾞ) 
 
市ホームページで 

企業名を公表 
 
ボランティア袋配布 

ごみの回収 
 

一人一花活動 

サポート制度 

 

 

 

 

 

 

 
 

対象店舗で花苗や 

園芸用品が５％割引 

 
・設置場所及び表示内容については市と企業による協議の上、決定します。 

・設置枚数は、１枚です。 

・原則、市が道路上に設置しますが、道路上に設置することが困難な場所や企業が希望する際は、 

企業所有地内に設置させていただく場合があります。 

・サインボードの設置が難しい場合は、サインシート(建物壁等に貼付)に変更する場合があります。 

・定期的に清掃や点検（破損や劣化の有無）を行ってください。 

・予算の都合上、年間で設置できる枚数には限りがあります。 

 

 

 

▲ 板面デザイン ▲ 設置イメージ 

 
【除 草】・車道内（中央分離帯など）での作業は禁止します。 

     ・草刈り機は使用できません。 

【花植え】・以下の植物は植えることができません。 

     ➤背が高くなる品種、トゲのある品種、樹木（木本類）、ツル性の植物、収穫目的の作物 

【照明灯】・設置する照明灯については、地域の景観や安全性に配慮する必要があるため、照度、 

色彩、照射角度などの仕様は市と協議した上で決定させていただきます。 

      ・設置、維持管理に要する費用、電気料金は企業に負担していただきます。 

【その他】・本制度と北九州市道路サポーター制度の両方に登録することはできません。 

既に道路サポーターの認定を受けている企業が本制度に登録する場合、道路サポーター

の認定を解除する必要があります。 

延長

幅 路側帯 車道

私有地 道路

60cm

35cm

【必須】 除草  清掃 

 

【任意】 花植え  照明灯設置・管理  照明灯夜間点灯 

 

 

 
 

歩道の植樹帯(桝) 

 

 
企業所有地内 

 

 

○
○
○
○
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式
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○
○
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株
式
会
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対象団体 

活動内容 

活動区域 

活動回数 

市の支援 

サインボードについて 

留意事項 

道 路 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 の ご 案 内  

～ 地域貢献活動に取り組む企業（事業者）を応援します！ ～ 

会社の周りや通勤経路にこのような道路はありませんか？ 

雑草で見通しが悪い 

通行の妨げになっている 

道路照明や防犯灯がなく 

安心して通れない 

雑草が繁茂 

この制度は、これらの地域課題を 

官民が連携して解決するため、 

除草や照明灯点灯などの 

地域貢献活動に取り組む

『企業』 を市が支援する 

制度です 

北九州市 HP 
企業版道路サポーターのご紹介 

・株式会社○○○○ 
企業リンク先など 

暗い 



 

 
申請者 市 

１ 申込書類の入手  

企業版道路サポーター制度ホームページ(下部ＱＲ

コード)から必要書類をダウンロードしてくださ

い。 

【必要書類】 

・企業版道路サポーター制度申込書（様式第 1号） 

・活動区域図（様式第２号） 

・活動計画書（様式第３号） 

 

 

２ 申込書類の作成、提出  

必要事項を記入の上、都市整備局道路計画課まで 

ご提出ください。 

３ 書類の審査、認定手続き  

北九州市で書類審査、認定手続きを行います。 

 

４ 現地立会  

申請者、道路計画課、まちづくり整備課の３者で 

・活動区域の適否、規模 

・サインボードの設置場所 

・照明灯の設置場所及び仕様（任意） 

等について現地確認を行います。 

 

６ 活動開始  

年３回以上、除草・清掃活動を実施してください。 

５ 認定書の交付  

北九州市から企業版道路サポーター認定書を 

交付します。 

 

７ サインボード設置申請  

サインボードの設置を希望される場合は、サインボ

ードのデザイン（ベースカラー、企業名の色）を決

定の上、都市整備局道路計画課までご連絡くださ

い。また、掲載を希望する企業ロゴや企業ホームペ

ージＱＲコードの画像データをご提供ください。 

 

８ サインボード設置工事  

北九州市がサインボードを設置します。 

なお、申請から設置完了までには時間を要する 

場合があります。 

清掃用具や花苗等の支給が必要な場合はこちらの制度をご利用ください 

北九州市道路サポーター制度  

 
・道路の周辺に居住又は勤務する５人以上で構成された団体 
（例）自治会・町内会、企業、学校、ＮＰＯ、商店街組合 など 

 

  
・北九州市が維持管理する道路において     ・年３回以上活動できること 
活動区域の延長が１００ｍ以上であること 

歩 道 

 
１００ｍ以上 

 

清掃用具の支給・貸与  花苗等の支給  
サインボード設置

（団体名） 
 
ボランティア袋配布 

ごみの回収 

 

 

 

 

年２回支給 

 

 

 

 
 

散水栓設置  市民活動保険  一人一花活動サポート制度 

 

 

 
市の負担で 
保険に加入 

 

 
対象店舗で花苗や 
園芸用品が５％割引 

 
・車道内（中央分離帯など）での作業は禁止します。 

・サインボード及び散水栓の設置には一定の条件があります。 

・企業活動の一環で実施する場合、市民活動保険の対象外となります。 

【必須】 清掃  点検・異状の通報  【任意】 花植え 

 

 
 

道路の穴、側溝の破損など  
歩道の植樹帯(桝) 

申込み手続きの流れ 

対象団体 

活動内容 

活動区域 活動回数 

市の支援 

留意事項 

【問い合わせ先】各制度の詳細につきましては、下記までご連絡ください。 

北九州市 都市整備局 道路部 道路計画課 ０９３－５８２－３８８８ 

●制度内容や申込み手続きについては、以下のＱＲコードからもご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※少人数（個人）で小規模な活動を行いたい方のための制度です。 

企業版道路サポーター制度  

北九州市道路サポーター制度 

道路ボランティア花壇制度※ 
 

 

団体名 


